
※方向性に表記している事業は県事業のみであり、国や民間の取組は、中間案本文に記載しています。

第二次宮城県再犯防止推進計画（中間案）概要
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（２）就労の確保に関する支援

（３）住居の確保に関する支援

（４）福祉、医療の提供及び

薬物依存等からの回復に関する支援

（５）犯罪をした者等の特性に応じた

再犯の防止等に関する支援

（６）非行少年等に対する改善更生、

非行防止等に関する支援

（１）地域における包摂的な支援

第１章 計画の概要 第２章 基本方針

第３章 数値目標

第5章 計画の推進体制

国の再犯防止推進計画を踏まえて、３つの基本方針を掲げ、６つの重点課題に取り組みます。

１．３つの基本方針
（１）地域の状況や社会情勢等に応じ、効果的な支援を実施していきます。

（２）再犯の防止等に関する取組への県民の理解と関心を醸成していきます。

（３）国及び市町村、民間団体等と緊密に連携して取り組んでいきます。

２．６つの重点課題
（１）地域における包摂的な支援（２）就労の確保に関する支援

（３）住居の確保に関する支援 （４）福祉、医療の提供及び薬物依存等からの回復に関する支援

（５）犯罪をした者等の特性に応じた再犯の防止等に関する支援

（６）非行少年等に対する改善更生、非行防止等に関する支援

１．計画の策定趣旨
宮城県では、令和２年３月に「宮城県再犯防止推進計画」を策定し、５年間

にわたり関係機関とともに支援対象者の社会復帰に向けた事業を展開してきま

した。一方で県内の再犯者率は依然として５０％前後で推移、刑法犯の認知件

数、再犯者数も増加傾向にあります。再犯防止を取巻く状況等を踏まえ、これ

までの取組を継続・深化させることで、支援対象者が取り残されることなく、

地域の一員として活躍できる環境を整備するために「第二次宮城県再犯防止推

進計画」を策定するものです。

２．計画の位置付け
再犯防止推進法第８条第１項に定める「地方再犯防止推進計画」として，国の再

犯防止推進計画（平成２９年１２月１５日閣議決定）、第二次再犯防止推進計画

（令和５年３月１７日閣議決定）を勘案して策定するものです。

３．計画の対象者
起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた者、矯正施設出所者等、非行少年

または非行少年であった者のうち、支援が必要な者とします。

４．計画期間
令和７（２０２５）年度から令和１１（２０２９）年度までとします。

①宮城県内における刑法犯検挙者数中の再犯者数の減

１，３５７人 １，２００人以下
（令和５年） （令和１１年）

②市町村の再犯防止推進計画の策定数

１５市町 ３０市町村

（令和６年４月１日） （令和１１年度末）

１．推進体制
この計画は、国・県・市町村・民間協力者等が連

携して再犯防止に係る取組を推進するものであるこ

とから、「宮城県再犯防止推進ネットワーク会議」

を設置し、再犯防止に関する事業の実施状況や課題

の把握、対策の検討等を行い、必要な施策を効果的

に進めます。

２．進行管理
計画の実効性を確保するため、計画に掲げた方向

性や指標の推進状況について、定期的に点検しなが

ら評価を行います。また、関連計画の改定状況や社

会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画の見直

しを行います。

教育相談充実事業 【義務教育課】

ストーカー加害者に関する再犯防止対策事業 【県警県民安全対策課】

子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止対策事業

【県警県民安全対策課】

薬物乱用対策本部事業 【薬務課】

薬物依存症からの回復を支援する民間団体との連携

【県警組織犯罪対策第二課】

薬物乱用者に対する再乱用防止に向けた取組

【県警組織犯罪対策第二課】

薬物依存症・ギャンブル等依存症の相談拠点の設置 【精神保健推進室】

市町村再犯防止推進計画策定のための支援 【社会福祉課】

広報啓発活動の推進 【県警生活安全企画課】

宮城県再犯防止推進ネットワーク会議による関係団体との連携 【社会福祉課】

矯正施設見学等を通じた市町村再犯防止担当者の理解促進 【社会福祉課】

学習支援事業（生活困窮者自立支援制度） 【社会福祉課】

少年に対する立ち直り支援・継続補導 【県警少年課】

非行防止教室 【県警少年課】

住居確保給付金（生活困窮者自立支援制度） 【社会福祉課】

地域生活定着支援センター事業 【社会福祉課】

一時生活支援事業（生活困窮者自立支援制度） 【社会福祉課】

住宅セーフティネット構築推進事業 【住宅課】

協力雇用主に対する入札参加資格の優遇措置 【契約課】

若年者就職支援ワンストップセンター設置事業 【雇用対策課】

就労準備支援事業（生活困窮者自立支援制度） 【社会福祉課】

保護観察対象少年に対する職業定着支援 【社会福祉課】
青少年育成県民運動推進事業 【共同参画社会推進課】

特別支援教育総合推進事業 【特別支援教育課】

少年警察ボランティアとの連携 【県警少年課】

社会を明るくする運動等 【社会福祉課】

他２事業

民生委員 【社会福祉課】

アルコール健康障害相談拠点の設置 【精神保健推進室】

薬物依存集団回復プログラムNICE             【精神保健福祉センター】

他２事業

他１事業

他３事業

高等学校生徒支援体制充実事業 【高校教育課】

DV防止事業 【子ども・家庭支援課】

みやぎの若者の職業的自立支援対策事業 【雇用対策課】


